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１ 建築物の敷地面積の最低限度 

 

・敷地の細分化を防ぐことで、現在のゆとりある宅地規模を将来にわたり維持するため、

敷地面積の最低限度を定めています。 

地区計画名 木下東地区地区計画 

敷地面積の 

最 低 限 度 
１６０㎡ 

※ただし、本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使用されてい

る土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならばこの規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の

敷地として使用する場合においては、この限りでない。（知事承認事項） 

 

①.敷地分割する場合 

・敷地面積が１６０平方メートル以上の土地であっても、分割により､１６０平方メー

トル未満になるものについては建築することはできません。また、既に建築物が存

する宅地において､１６０平方メートルを下回るような分割は認められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②.基準時に１６０平方メートル未満の場合 

・地区計画決定時において、敷地面積が１６０平方メートル未満である土地について

は､敷地面積の最低限度の制限は適用されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇新築や増改築する

ことはできます

が、分割すること

はできません。 

  

150 ㎡ 150 ㎡ 

 

 

○分割により､１６

０平方メートルを

下回る宅地には、

建築することがで

きません。 

○分割した後の宅地

が１６０平方メー

トル以上の場合、

分割することがで

きます。
 

320 ㎡ 

160 ㎡ 160 ㎡ 

170 ㎡ 150 ㎡ 
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２ 壁面の位置の制限 

 

〇建築物を建築する場合は、通風、採光、快適な交通環境の確保などにより、良好な市

街地を保全するため、道路境界線から次に定める距離まで後退して建築してください。 

〇道路境界線から外壁やそれに代わる柱の面までの有効水平距離を、後退する距離と定

義します。 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、次の値以上とする 
例  外 

１メートル 

 以下については、適用しない。 

・建築物に付属する自動車車庫及び物置で床面

積の合計が２０㎡未満のもの 

・以下の道路に面する部分 

 市道１４－０４６号線の一部 

 市道１４－０４８号線の一部 

 市道１４－１０３号線の全部 

（各市道の位置については、地区計画書計画概

要図参照） 
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①.建築物の壁面の制限に係る説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ集積所（ごみステーション）が隣地としてある場合 

・公共用ごみ置場となるごみ集積所（ごみステーション）は、隣地としての取扱いとなり

ます。 

 

 

 

壁面後退線 

有効水平距離 

敷地境界線 

からの後退距離 

敷地境界線 

からの後退距離 
敷地境界線 

からの後退距離 

敷地境界線 

からの後退距離 

※ベランダ、バルコニーの壁面又はこれに代わる柱について

は、壁面後退の対象となります。 
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②.敷地境界線（道路・隣地）からの後退距離の算定方法 

 

◆外壁の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆屋外階段等について 

・非常階段などの屋外階段やゴミ集積所（ごみステーション）についても対象となり

ます。 

・ただし、ゴミ集積所（ごみステーション）について、次の①及び②のいずれかに該

当する場合は、この限りではありません。 

①宅地内の一画を公共用ごみ置場として利用している場合 

②建築物となるボックス型の公共用ごみ置場として利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆他の用途との併用車庫等について 

・家屋と車庫等(物置等を含む)が一体的に建築されているものについては、その外壁

までの距離となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

道
路
境
界
線 

道路等から 

の後退距離 

道路等から 

の後退距離 

△ 敷地 道路 

△ 敷地 道路 

道
路
境
界
線 

 

 

 

 

  

△ 敷地 道路 

道路等から 

の後退距離 

道
路
境
界
線 
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③.道路境界線からの後退距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効水平距離 

規定無し 

１ｍ以上 

規定無し 

規定無し 

＜適用除外＞ 

・建築物に付属する自動車

車庫及び物置で床面積が

２０㎡未満のものに限る 

 

 

 

 

 

1ｍ以上 

規定無し 

有効水平距離 

規定無し 

規定無し 
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３ 工作物等の設置の制限 

 

・工作物などの設置の制限が設定されています。 

 

工作物等の設置の制限 

・本地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広告板等及び案内   

板。 

・ただし、公共の用に供することを目的としたものについては、この

限りでない。 
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４ 垣又はさくの構造の制限 

 

〇緑豊かな街並みの景観の向上、地震時におけるブロックの倒壊防止などの安全面や、

開放的な空間形成による防犯性の向上などから、垣又はさくの構造の制限が定められ

ています。 

 

①.垣またはさくの構造の制限 

・道路境界に面する部分の垣又はさくは原則として生垣とします。生垣以外とする場合

の高さは２ｍ以下とし、上部１ｍ以上をフェンスや金属柵とします。 

 

・道路境界線側において制限を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路に面する部分は原則として生垣としま

す。 

 

 

 

 

※他の法令で高さ１ｍを超えるコンクリート塀等の設置が義務とされる場合については、

この限りではありません。 

 

・生垣以外とする場合は安全に配慮した構造のもので、下図のとおりとします。 

・さくの構造は、以下のようなものが認められ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当敷地 

原則として生垣とする 道 路 

民地 

生垣 

 

 
 

・高さは２ｍ以下 

・上部１ｍ以上をフェンスや金属柵 

 

2.0m 

以下 

1.0m 

以上 


